
平
成
二
十
三
年
政
令
第
三
百
号

運
輸
事
業
の
振
興
の
助
成
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
事
業
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
運
輸
事
業
の
振
興
の
助
成
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

運
輸
事
業
の
振
興
の
助
成
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
事
業

は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
と
す
る
。

一
　
軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
を
用
い
て
行
わ
れ
る
運
輸
事
業
（
以
下
「
特
定
運
輸
事
業
」
と
い
う
。
）
を
営
む

者
が
行
う
旅
客
又
は
貨
物
の
輸
送
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
事
業

二
　
特
定
運
輸
事
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
改
善
及
び
向
上
に
関
す
る
事
業

三
　
特
定
運
輸
事
業
に
係
る
公
害
の
防
止
、
地
球
温
暖
化
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年

法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
球
温
暖
化
を
い
う
。
）
の
防
止
そ
の
他
の
環
境
の
保
全
に
関

す
る
事
業

四
　
特
定
運
輸
事
業
の
適
正
化
に
関
す
る
事
業

五
　
特
定
運
輸
事
業
を
営
む
者
の
共
同
利
用
に
供
す
る
施
設
の
設
置
又
は
運
営
に
関
す
る
事
業

六
　
特
定
運
輸
事
業
を
営
む
者
が
震
災
そ
の
他
の
災
害
に
際
し
必
要
な
物
資
を
運
送
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備
に
関

す
る
事
業

七
　
特
定
運
輸
事
業
を
営
む
者
の
経
営
の
安
定
化
に
寄
与
す
る
事
業
（
当
該
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の

基
金
を
設
け
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

八
　
全
国
を
単
位
と
す
る
一
般
社
団
法
人
（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法

人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

八
年
法
律
第
五
十
号
）
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三

十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
社
団
法
人
で
あ
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
前
各
号
に
掲
げ
る
事
業

を
行
う
も
の
に
対
し
、
当
該
事
業
に
要
す
る
資
金
の
出
え
ん
を
行
う
事
業
（
当
該
一
般
社
団
法
人
が
当
該
出
え
ん

を
行
う
者
を
社
員
と
す
る
場
合
に
限
る
。
）

九
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
運
輸
事
業
の
振
興
に
資
す
る
事
業
で
国
土
交
通
大
臣
が
総
務
大
臣
に
協

議
し
て
定
め
る
も
の

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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